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九
八
　
参
議
・
納
一
一
冒
回
状
書
翰

1
　
〔
明
治
四
年
〕

二
月
十
三
日

漸
春
和
相
催
候
、
愈
御
清
適
珍
重
存
候
、
陳
者
御
用
召
御
面
会
二
而
可
申
入

処
、
先
以
書
状
申
入
侯
、
東
京
府
中
取
締
之
為
メ
警
固
卒
被
置
候
二
付
、
規
則

人
員
等
凡
而
取
調
付
候
、
尤
大
木
殿
ニ
ハ
兼
而
御
内
評
御
承
知
之
事
と
存
候
、

御
四
銘
之
外
猶
東
京
府
打
合
之
義
も
可
然
御
取
計
可
賜
候
、
右
令
啓
度
如
此
候

也　
　
一
一
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
植
言

　
大
木
民
部
大
輔
殿

　
江
藤
中
辮
殿

　
山
縣
兵
部
少
輔
殿

西
郷
兵
部
権
大
丞
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
4
0
）

編
者
註

①
本
書
翰
は
巻
紙
。

②
警
固
卒
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
史
要
』
明
治
四
年
二
月
十
一
二
日
条
に
「
鹿
児

　
島
、
山
口
、
高
知
三
藩
ノ
兵
ヲ
徴
シ
テ
、
親
兵
ト
為
シ
、
之
ヲ
兵
部
省
二
隷

　
ス
艘
舳
鮨
噛
ポ
確
刑
鮒
撒
ポ
則
㍊
ポ
劣
磐
一
プ
鰍
、
」
と
あ
る
。

九
九
　
三
條
家
執
事
書
翰

1
　
　
　
　
　
七
月
十
日

一
巻
封
一
「
江
藤
中
辮
殿

三
條
家

　
執
事
」



皿

御
面
談
被
成
度
候
間
、
明
十
一
日
十
二
字
御
入
来
御
坐
候
様
可
申
入
旨
被
申
付

候
、
価
此
段
得
貴
意
度
如
此
二
御
坐
候
、
已
上

　
　
七
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
六
㎝
四
0
1
3
－
2
4
1
一

　
　
編
者
註

　
　
①
江
藤
新
平
が
中
辮
で
あ
っ
た
の
は
明
治
二
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
四
年
七
月

　
　
　
十
四
日
ま
で
一
『
百
官
履
歴
二
）
」
一
。

2
　
　
　
　
　
五
月
十
一
日

一
巻
封
一
「
江
藤
中
辮
殿

一
二
條
家

　
執
事
」

益
御
清
祥
御
奉
職
奉
欣
然
候
、
陳
ハ
日
来
御
所
労
御
引
籠
御
坐
候
よ
し
、
就
而

ハ
追
日
御
快
氣
二
も
被
成
御
坐
候
哉
、
若
明
日
二
も
御
出
勤
相
成
候
ハ
・
、
右

府
殿
少
々
御
面
談
被
成
度
義
御
坐
候
ハ
・
、
明
夕
景
乍
御
苦
労
御
入
来
被
下
候

様
可
申
入
旨
被
命
如
斯
御
坐
候
、
勿
々

　
　
五
月
十
一
日

再
仲
本
文
御
入
来
之
義
ハ
、
明
日
二
て
も
明
後
日
二
て
も
御
出
勤
之
上
二
て
よ

ろ
し
く
、
只
々
御
出
勤
次
第
夕
刻
御
入
来
只
々
祈
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
七
㎝
団
0
1
3
－
2
4
2
）

　
　
編
者
註

　
　
①
右
府
殿
は
右
大
臣
三
條
実
美
。

3
　
　
　
　
　
一
一
一
月
四
日

一
巻
封
一
「
江
藤
中
辮
様

三
條
家

側

」

愈
御
清
康
奉
賀
候
、
陳
ハ
来
六
日
八
字
御
會
議
有
之
候
居
間
、
當
家
へ
御
出
頭

御
座
候
様
可
申
入
旨
被
申
付
候
、
侃
右
得
貴
意
候
也

　
　
三
月
初
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
六
㎝
囮
0
1
3
－
2
4
3
）

4
　
　
　
　
　
三
月
五
日

一
巻
封
一
「
江
藤
中
辮
様

三
條
家

側
　
」

愈
御
多
祥
奉
賀
候
、
陳
ハ
明
六
日
第
八
字
右
當
家
へ
御
出
頭
御
座
候
様
昨
日
申

入
置
侯
之
鹿
、
明
日
第
十
字
5
御
出
頭
御
坐
候
様
可
申
入
旨
被
申
付
候
間
、
此

段
得
貴
意
候
也

　
　
三
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
六
㎝
四
0
1
3
－
2
4
4
一

5
　
　
　
　
七
月
二
十
二
日

記御
帯
面
　
　
壱
通
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右
正
二
落
手
被
致
候
也

　
　
七
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
條
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
六
㎝
四
〇
1
3
－
2
4
5
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
切
紙
。

　
6
　
〔
明
治
五
年
〕
八
月
十
九
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿
　
三
條
家

　
　
　
　
　
　
御
執
事
中
　
　
　
側
　
　
」

弥
御
清
適
奉
賀
候
、
陳
者
今
日
二
字
造
二
御
参
　
朝
有
之
度
旨
可
申
上
候
様
被

申
聞
候
間
、
此
段
各
様
方
造
申
上
候
間
、
宜
布
御
執
計
可
被
下
候
、
得
貴
意
如

此
二
御
座
候
也

　
　
八
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
六
㎝
匝
0
1
3
－
2
4
6
）

一
〇
〇
　
三
條
實
美
書
翰

　
1
　
〔
明
治
五
年
〕
五
月
二
十
一
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿
　
　
実
美
」

　
二
仲
、
別
紙
板
垣
へ
入
覧
相
成
候
様
致
度
候

昨
日
抑
留
候
書
取
返
却
侯
、
落
手
有
之
度
侯
、
教
部
之
事
も
如
此
事
二
相
成
侯

而
者
、
国
家
之
盛
衰
二
も
関
係
不
容
易
義
と
痛
心
之
事
二
御
座
候
、
就
而
者
高

按
之
通
、
双
方
共
一
先
相
離
れ
候
方
、
上
策
と
存
候
、
何
卒
昨
夜
相
頼
候
通
、

板
垣
へ
今
日
中
是
非
乍
苦
労
談
合
有
之
度
候
、
猶
福
羽
へ
者
従
足
下
内
々
忠
告

有
之
候
様
仕
度
候
、
愚
存
ハ
昨
夜
申
入
候
通
二
御
坐
候
、
価
此
段
密
二
申
入

度
、
一
筆
進
達
致
候
也

　
　
五
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
九
㎝
囮
0
1
3
1
2
4
7
）

　
　
編
者
註

　
　
①
福
羽
は
明
治
五
年
三
月
十
四
日
に
教
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
福
羽
美
静
（
一

　
　
　
八
三
一
－
一
九
〇
七
）
。
同
年
五
月
二
四
日
、
免
本
官
。
同
日
、
御
用
滞
在

　
　
　
被
卯
寸
戻
事
。
同
年
七
月
二
七
日
、
宮
内
省
三
等
出
仕
被
仰
付
候
事
一
『
百

　
　
　
官
履
歴
一
こ
」
）
。

　
　
②
『
明
治
史
要
』
明
治
五
年
五
月
二
十
四
日
条
に
「
教
部
大
輔
福
羽
美
静
ヲ
罷

　
　
　
メ
、
宍
戸
磯
ヲ
以
テ
之
二
代
へ
」
云
々
と
あ
る
。

　
2
　
〔
明
治
六
年
〕
一
月
二
十
五
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿
　
　
実
美
」

至
急
之
用
事
出
来
候
間
、
明
朝
九
字
入
来
有
之
度
候
、
今
日
辞
表
之
趣
も
有
之

候
得
共
、
要
用
二
付
是
非
入
来
可
有
之
候
、
価
此
段
申
入
度
如
此
候
也

　
　
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
六
㎝
囲
0
1
3
－
2
4
8
）

　
　
編
者
註



舛

　
　
①
辞
表
と
は
、
江
藤
新
平
が
予
算
問
題
を
理
由
に
、
明
治
六
年
一
月
二
十
四
日

　
　
　
付
で
辞
表
を
提
出
し
、
ま
た
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
も
一
月
二
十
五
日
付
で
辞

　
　
　
表
を
提
出
し
た
こ
と
を
さ
す
一
的
野
半
助
『
江
藤
南
白
（
下
一
ヒ
。

　
3
　
〔
明
治
四
年
〕
一
月
三
十
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
中
辮
殿
　
　
実
美
」

過
臼
申
入
置
候
華
族
議
事
院
之
儀
、
早
々
取
調
致
候
様
有
之
度
候
、
価
此
段
申

入
候
也

　
　
正
月
皿
…
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
4
9
）

　
4
　
〔
明
治
五
年
〕
四
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
マ
マ
一

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
議
長
殿
　
　
実
美
」

面
會
致
度
候
間
、
唯
今
参

朝
有
之
候
様
致
度
候
、
価
此
段
申
入
候
也

　
　
四
月
十
一
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
5
0
）

　
5
　
〔
明
治
五
年
〕
五
月
十
一
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿
　
　
実
美
」

梅
霧
欝
陶
候
、
益
清
康
大
賀
候
、
頃
日
来
所
労
之
由
如
何
、
可
養
専
祈
候
、
然

ハ
足
下
渡
洋
之
御
願
、
大
久
保
同
行
可
有
之
申
達
置
萸
写
共
、
司
法
省
之
義
二

付
御
用
有
之
候
間
、
暫
時
相
見
合
、
追
而
発
港
可
有
之
候
、
猶
今
御
用
向
申
入

度
候
間
、
所
労
少
快
候
ハ
・
、
入
来
有
之
度
候
、
萬
々
期
面
暗
候
、
前
段
而
已

申
入
度
、
如
此
候
也

　
　
五
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
五
㎝
団
0
1
3
－
2
5
1
一

　
6
　
〔
明
治
六
年
〕
五
月
十
二
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿
　
　
実
美
」

大
蔵
両
輔
免
官
二
付
、
本
省
之
事
務
も
多
端
二
候
間
、
前
嶋
騨
逓
頭
を
三
等
出

仕
二
被
卯
付
湊
而
可
然
、
大
隈
参
議
見
込
二
有
之
候
、
所
存
有
無
承
度
候
、
差

急
候
事
二
付
、
以
紙
面
申
入
候
也

　
　
五
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
五
㎝
囲
0
1
3
－
2
5
2
）

　
　
編
者
註

　
　
①
大
蔵
両
輔
と
は
井
上
馨
と
渋
沢
栄
一
の
こ
と
。
井
上
と
渋
沢
は
い
ず
れ
も
明

　
　
　
治
六
年
五
月
十
四
日
に
「
依
願
免
本
官
、
但
位
記
返
上
ノ
儀
不
被
及
御
沙
汰

　
　
　
候
事
」
と
の
辞
令
を
受
け
て
い
る
一
『
百
官
履
歴
一
一
一
」
一
。

　
　
②
前
嶋
密
が
大
蔵
省
三
等
出
仕
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
六
月
十
五
日
の
こ
と

　
　
　
一
『
百
官
履
歴
一
二
一
」
一
。
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7
　
〔
明
治
六
年
〕

五
月
十
七
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

弥
清
康
大
賀
候
、
然
ハ
嶋
津
老
卿
国
事
御
諮
謁
被
仰
付
候
以
来
、
一
事
之
御
下

問
も
無
之
、
有
名
無
実
之
姿
二
相
成
候
而
者
不
可
然
、
且
彼
情
実
ハ
追
々
承
知

之
通
都
合
も
有
之
候
間
、
何
二
而
も
一
二
ヶ
條
国
事
御
諮
諭
被
為
在
候
様
仕

度
、
就
而
者
右
ノ
ヶ
條
何
二
可
然
哉
、
四
五
ヶ
條
御
下
問
相
成
、
可
然
條
件
相

考
、
書
付
致
呉
候
様
頼
度
候
、
内
々
要
用
而
已
申
入
度
、
如
此
候
也

　
　
五
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
四
0
1
3
－
2
5
3
一

　
　
編
者
註

　
　
①
『
明
治
史
要
」
明
治
六
年
五
月
十
日
条
に
「
参
議
西
郷
隆
盛
ヲ
以
テ
陸
軍
大

　
　
　
将
兼
参
議
ト
為
ス
。
又
島
津
久
光
ヲ
廃
香
間
祇
候
ト
為
シ
、
国
事
ヲ
諮
諭

　
　
　
ス
」
と
あ
る
。
な
お
的
野
半
助
『
江
藤
南
白
（
下
一
」
一
四
八
－
一
四
九
頁

　
　
　
に
本
書
翰
の
写
真
及
び
翻
刻
が
あ
る
。

8
　
〔
明
治
五
年
〕

五
月
十
八
日

9
　
〔
明
治
六
年
〕

六
月
十
九
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

（
一
枚
二
〇
㎝
団
0
1
3
－
2
5
4
）

　
二
伸
、
板
垣
参
議
、
嶋
津
従
二
位
二
面
談
之
次
第
承
知
二
候
ハ
・
、
入
来
之

節
傳
話
承
度
候

面
會
致
度
候
間
、
今
日
退
出
掛
入
来
有
之
度
候
、
拙
者
義
も
風
邪
二
而
平
臥
罷

在
、
今
日
道
ハ
不
参
致
候
間
、
乍
御
苦
労
入
来
頼
入
候
、
草
々
不
備

　
　
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
1
2
5
5
）

　
　
編
者
註

　
　
①
的
野
半
助
『
江
藤
南
白
一
下
一
」
一
四
九
－
一
五
〇
頁
に
本
書
翰
の
写
真
及

　
　
　
び
翻
刻
が
あ
る
。

10

〔
明
治
六
年
〕
六
月
十
一
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

実
美
」

面
會
い
た
し
度
義
有
之
候
間
、
今
夕
六
時
又
ハ
明
朝
八
字
入
来
有
之
候
様
い
た

∬

昨
日
内
談
有
之
候
、
司
法
之
事
今
日
評
議
之
心
得
二
候
慮
、
西
郷
大
隈
等
不

参
、
不
能
評
議
、
明
日
ハ
何
れ
相
揃
候
間
、
猶
明
日
可
及
返
答
候
、
此
段
申
入

候
也

　
　
五
月
十
八
日

し
度
候
、
価
此
段
申
入
度
如
此
候
也

　
　
六
月
十
一
日

（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
5
6
）



％

11

〔
明
治
五
年
〕
六
月
二
十
五
日

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

面
會
致
度
候
間
、

　
　
六
月
廿
五
日

12

実
美
」

今
日
退
出
掛
入
来
有
之
度
候
也

〔
明
治
五
年
〕
七
月
一
一
百

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

実
美
」

二
枚
一
八
㎝
四
0
1
3
－
2
5
7
）

今
朝
内
話
之
義
二
付
嵯
峨
卿
へ
及
内
問
候
鹿
、
頗
情
実
も
相
分
り
、
何
分
面
上

な
ら
て
ハ
難
相
辮
候
間
、
乍
苦
労
明
朝
十
字
比
暫
時
参
朝
有
之
候
様
致
度
候
、

価
此
段
申
入
度
、
如
此
候
也

　
　
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
囲
0
1
3
－
2
5
8
）

　
　
編
者
註

　
　
①
嵯
峨
卿
は
嵯
峨
実
愛
（
一
八
二
〇
－
一
九
〇
九
一
。
明
治
五
年
三
月
十
四
日

　
　
　
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
教
部
卿
（
『
百
官
履
歴
一
一
）
』
一
。

13

〔
明
治
六
年
〕
七
月
四
日

（
封
筒
表
〕

（
封
筒
裏
一

＾
巻
封
〕

「
江
藤
参
議
殿

「
封
」

「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

実
美
」

弥
清
康
大
賀
候
、
然
者
過
日
申
入
候
嶋
津
老
人
二
足
下
面
話
之
義
、
差
支
無
之

候
ハ
・
、
乍
苦
労
行
向
有
之
候
ハ
・
都
合
宜
御
坐
候
、
頃
日
来
板
垣
大
木
等
議

論
二
而
余
程
氷
解
之
験
も
有
之
候
様
と
承
侯
、
本
人
御
登
用
之
義
者
兎
も
角
、

廟
堂
之
御
趣
意
諒
解
相
成
上
者
、
此
節
建
白
之
答
を
致
侯
二
も
都
合
能
、
且
者

邦
家
之
為
二
も
可
然
相
考
申
候
問
、
一
鷹
者
面
會
有
之
度
相
考
申
侯
間
、
此
旨

以
書
中
申
入
候
條
異
論
無
之
バ
、
何
卒
行
向
相
成
候
様
致
度
存
候
、
草
々
不
備

　
　
七
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
美

　
江
藤
参
議
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
七
㎝
団
0
1
3
－
2
5
9
一

　
　
編
者
註

　
　
①
的
野
半
助
『
江
藤
南
白
（
下
一
」
一
五
〇
頁
、
江
藤
冬
雄
『
南
白
江
藤
新
平

　
　
　
実
伝
』
三
一
八
頁
を
参
照
。

14

〔
明
治
三
年
〕
七
月
二
十
九
日

（
巻
封
〕

一
巻
封
裏
）

「
江
藤
中
辮
殿

「
絨
」

実
美
」

昨
日
中
申
入
置
候
制
度
取
調
之
義
、
実
者
民
蔵
分
割
已
来
彼
是
紛
転
之
事
情
も

有
之
、
砦
以
前
途
目
的
一
定
之
御
所
分
、
速
二
取
極
度
候
間
、
精
々
勉
強
、
至

急
二
取
調
差
出
候
様
有
之
度
候
、
価
此
段
申
入
度
、
勿
々
如
此
候
也

　
　
七
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
6
0
）

　
　
編
者
註
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15

①
『
明
治
史
要
』
明
治
三
年
七
月
十
日
条
に
「
民
部
、
大
蔵
二
省
ヲ
分
チ
、
民

　
部
省
ヲ
シ
テ
、
土
木
、
騨
逓
、
鑛
山
、
通
商
、
聴
訟
五
司
及
ヒ
社
寺
、
鉄

　
道
、
電
信
、
燈
台
、
製
係
ヲ
管
シ
、
大
蔵
省
ヲ
シ
テ
、
出
納
、
用
度
、
営

　
繕
、
造
幣
、
租
税
、
監
督
六
司
及
ヒ
度
量
衡
改
正
掛
ヲ
管
セ
シ
ム
。
乃
チ
民

　
部
兼
大
蔵
卿
伊
達
宗
城
ヲ
以
テ
大
蔵
卿
ト
為
シ
、
民
部
兼
大
蔵
大
輔
大
隈
重

　
信
ヲ
大
蔵
大
輔
ト
為
シ
、
大
蟄
言
岩
倉
具
視
、
参
議
大
久
保
利
通
、
広
沢
眞

　
臣
ヲ
以
テ
民
部
省
事
務
ヲ
兼
ネ
シ
メ
、
東
京
府
大
参
事
大
木
喬
任
ヲ
以
テ
民

　
部
大
輔
ト
為
ス
」
と
あ
る
。

〔
明
治
四
年
〕
八
月
八
目

蕃
封
一
「
江
藤
殿

実
美
」

弥
清
康
大
賀
候
、
然
ハ
後
藤
元
樺
議
長
兼
務
之
義
、
昨
日
談
置
候
慮
、
行
政
之

人
議
局
を
兼
勤
、
於
膿
裁
不
都
合
二
可
有
之
と
の
評
議
も
宥
之
、
先
相
見
合

候
、
猶
面
上
可
及
示
談
候
得
共
、
先
右
之
段
申
入
候
、
草
々
謹
言

　
　
八
月
八
日

　
江
藤
中
辮
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
九
㎝
囲
0
1
3
－
2
6
1
一

　
　
編
者
註

　
　
①
後
藤
元
偉
は
後
藤
象
二
郎
の
こ
と
。
前
出
書
翰
七
九
参
照
。

16

〔
明
治
六
年
〕
八
月
十
七
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

明
日
八
字
参
朝
掛
入
来
有
之
候
様
い
た
し
度
候
、
仰
此
段
申
入
候
也

17

八
月
十
七
日

〔
明
治
六
年
〕
八
月
二
十
九
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

（
一
枚
一
九
㎝
団
0
1
3
－
2
6
2
）

今
朝
ハ
差
向
面
談
仕
度
事
件
有
之
候
間
、
八
字
参
　
朝
有
之
度
候
、
尤
例
之
通

出
勤
可
有
之
と
ハ
存
候
得
共
、
為
念
態
と
申
入
候
也

　
　
八
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
6
3
）

18

〔
明
治
六
年
〕
八
月
三
十
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

明
朝
七
字
入
来
有
之
度
候
也

　
　
八
月
三
十
日

19

実
美
」

〔
明
治
六
年
〕
八
月
一
一
一
十
一
日

一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

（
一
枚
一
九
㎝
団
0
1
3
－
2
6
4
）

弥
清
康
大
賀
候
、
然
者
今
朝
も
談
置
候
京
都
府
之
義
、
猶
熟
考
仕
候
鹿
、
今
日

職
制
規
則
も
追
々
相
備
候
上
ハ
、
右
等
之
事
件
、
拙
者
職
上
二
於
モ
兎
角
周



声

旋
、
心
配
二
も
不
及
事
柄
ニ
ハ
無
之
哉
、
京
府
も
正
院
之
指
令
了
解
二
不
至
、

綾
々
陳
情
往
復
日
を
重
ネ
、
唯
上
之
権
を
以
テ
違
令
之
罰
を
重
ね
候
て
も
不
都

合
之
次
第
二
可
有
之
、
去
連
本
人
閉
ロ
ニ
不
至
内
ハ
外
議
も
相
止
不
申
、
所
詮

此
侭
二
て
ハ
到
底
不
相
済
哉
と
奉
存
候
、
寧
ハ
前
二
引
戻
し
、
北
畠
建
議
之

通
、
臨
時
裁
判
所
相
開
き
、
司
法
省
ノ
手
二
而
取
捌
、
公
明
正
大
二
曲
直
を
別

チ
判
然
之
処
置
有
之
候
ハ
・
、
府
二
於
而
も
屈
服
可
致
、
且
ハ
司
法
ノ
為
二
も

弥
公
明
正
大
之
処
置
顕
然
相
顕
れ
候
ハ
・
、
却
而
至
幸
歎
と
も
考
候
、
唯
此
侭

二
押
付
々
々
致
候
而
者
平
定
之
期
不
可
有
と
存
候
侭
、
内
々
談
合
仕
候
、
乍
併

先
以
明
後
日
會
集
之
上
二
決
し
候
方
可
致
と
の
考
二
候
ハ
・
、
其
上
二
て
ハ
宜

と
存
候
得
共
、
一
日
も
早
く
将
明
候
方
可
然
哉
と
も
存
候
間
、
以
書
面
此
段
申

入
試
候
也

　
　
八
月
皿
川
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
九
㎝
囮
0
1
3
－
2
6
5
）

　
　
編
者
註

　
　
①
京
都
府
云
々
に
つ
い
て
は
、
既
出
九
七
－
1
書
翰
参
照
。

20

〔
明
治
六
年
〕
九
月
二
日

一
封
筒
表
一
「
江
藤
参
議
殿

一
封
筒
裏
一
「
封
」

蕃
封
一
「
江
藤
参
議
殿

実
美
」

実
美
」

京
都
府
知
参
事
糺
弾
之
義
、
此
節
臨
時
裁
判
所
を
開
き
、
裁
判
も
有
之
候
運
二

相
成
候
ハ
・
、
糺
弾
之
義
ハ
暫
猶
豫
致
候
方
可
然
侯
半
歎
、
尤
事
柄
ハ
別
二
候

得
共
、
其
源
因
ハ
一
本
二
候
得
者
臨
時
裁
判
結
局
之
鹿
、
其
曲
直
何
れ
二
帰
し

候
も
難
計
義
二
候
へ
者
、
却
而
後
日
不
都
合
相
成
候
而
も
如
何
と
存
候
間
、
暫

猶
豫
有
之
度
事
二
存
候
、
尚
勘
辮
有
之
度
候
、
右
内
々
申
入
度
、
如
此
候
也

　
　
九
月
二
日

一
昨
日
約
置
候
通
、
今
日
午
後
四
字
入
来
有
之
度
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
困
0
1
3
－
2
6
6
一

21

〔
明
治
六
年
〕
九
月
一
一
日

一
封
筒
表
）

一
封
筒
裏
）

「
江
藤
参
議
殿

「
絨
」

実
美
」

拙
者
義
、
今
日
下
痢
致
不
能
出
勤
候
条
、
宜
御
含
有
之
度
候
、
然
者
臨
時
裁
判

所
相
開
候
義
、
今
日
司
法
集
會
之
上
、
其
都
合
二
よ
り
弥
前
段
決
し
申
度
存

候
、
右
等
足
下
ヘ
ハ
一
昨
過
日
申
入
候
得
共
、
他
之
参
議
中
ヘ
ハ
未
申
入
候

間
、
評
議
有
之
度
候
、
価
右
足
下
へ
相
頼
申
候
、
草
々
不
備

　
　
九
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
七
㎝
団
0
！
3
－
2
6
7
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

2
2
　
〔
明
治
五
年
〕
九
月
二
日

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

実
美
」
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暫
時
面
會
仕
度
候
間
、

也　
九
月
二
日

23

一
両
日
中
御
用
見
合
参
朝
有
之
度
候
、
価
此
段
申
入
候

〔
明
治
五
年
〕
九
月
三
日

一
巻
封
一
「
大
隈
参
議
殿

実
美
」

一
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
6
8
一

以
紙
面
申
入
候
、
江
藤
司
法
卿
洋
行
之
義
、
既
麓
途
之
期
も
相
迫
候
程
之
義
二

付
、
今
更
猶
豫
も
難
相
成
都
合
二
有
之
候
得
共
、
情
相
考
候
得
者
、
方
今
司
法

専
創
業
端
緒
を
開
き
候
事
二
而
、
尤
肝
要
之
折
柄
二
付
、
卿
襲
途
後
も
唯
保
守

而
已
二
従
事
侯
事
も
難
相
成
歎
、
彼
是
勘
考
致
候
得
者
、
洋
行
之
義
も
急
務
勿

論
候
得
共
、
即
今
之
内
務
二
比
較
致
候
得
者
、
軽
重
緩
急
如
何
を
不
可
知
、
可

相
成
ハ
先
以
當
年
中
位
ハ
延
引
相
成
候
而
者
如
何
可
有
之
哉
、
今
日
二
至
麓
途

も
切
迫
致
居
事
故
、
不
都
合
と
ハ
萬
々
存
候
得
共
、
憂
慮
之
鎗
先
申
試
候
、
猶

賢
慮
承
度
侯
、
今
日
ハ
参
朝
可
申
談
心
得
之
慮
、
風
邪
二
而
出
仕
相
成
兼
、
乍

略
義
以
一
書
申
入
候
、
板
垣
へ
も
御
申
入
有
之
度
、
草
々
要
用
而
已
、
如
此
候

也　
　
九
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
七
㎝
囮
0
1
3
－
2
6
9
一

　
　
編
者
註

　
　
①
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
一
下
）
』
一
二
一
一
丁
一
二
四
頁
に
本
書
翰
の
写
真
及

　
　
　
び
翻
刻
が
あ
る
。

24

〔
明
治
六
年
〕
九
月
三
日

今
日
拙
者
義
佛
公
使
二
引
合
有
之
、
出
勤
遅
刻
二
可
相
成
と
存
候
間
、
昨
日
内

談
之
次
第
詰
合
参
議
中
へ
評
議
之
上
無
異
議
侯
ハ
・
、
司
法
大
輔
江
足
下
6
御

含
メ
有
之
度
候
、
猶
表
面
拙
者
5
可
申
達
候
得
共
、
遅
参
之
間
足
下
江
相
託
侯

都
合
二
而
、
裁
判
之
手
順
精
細
取
調
之
義
、
篤
と
承
諾
致
候
様
申
談
頼
度
候
、

価
右
申
入
度
、
紙
面
差
達
申
候
也

　
　
九
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
美

　
江
藤
参
議
殿

二
伸
、
此
節
之
義
別
格
之
諜
を
以
、
直
二
本
省
へ
上
告
云
々
も
能
々
申
聞
有
之

度
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
囲
0
1
3
－
2
7
0
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
　
②
佛
公
使
は
、
第
五
特
命
全
権
公
使
、
シ
エ
ル
■
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
エ
ス
タ
ー
ウ

　
　
　
一
ベ
ル
テ
ミ
ー
一
『
明
治
史
要
附
表
」
一
。

　
　
③
司
法
大
輔
は
元
土
佐
藩
士
の
福
岡
孝
弟
（
一
八
三
五
－
一
九
一
九
一
。

25

〔
明
治
五
年
〕
九
月
九
日

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

実
美
」

弥
清
康
大
賀
候
、
然
ハ
足
下
洋
行
之
義
ハ
延
引
相
成
候
慮
、

鹿
ハ
、
総
而
頃
日
来
被
卯
付
湊
通
、
近
々
襲
途
相
成
候
哉
、

二
付
承
知
不
仕
、
内
々
相
尋
申
候
、
一
筆
回
答
有
之
度
候
、

同
省
川
野
已
下
之

一
両
日
所
労
不
参

草
々
如
此
候
也



6o

　
　
九
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
7
1
）

　
　
編
者
註

　
　
①
「
川
野
」
と
は
、
司
法
少
丞
の
河
野
敏
鎌
の
こ
と
か
。
河
野
に
つ
い
て
は
既

　
　
　
出
書
翰
六
〇
－
1
、
七
五
、
七
六
な
ど
参
照
。

　
　
②
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
一
下
）
」
一
二
五
頁
に
本
書
翰
の
写
真
書
翰
の
翻
刻

　
　
　
が
あ
る
。

　
2
6
　
〔
明
治
六
年
〕
九
月
二
十
七
日

　
　
塞
封
一
「
江
藤
参
議
殿
　
　
三
條
太
政
大
臣
」

本
日
者
依
所
労
出
勤
不
被
致
侯
鹿
、
明
日
ハ
相
談
致
度
事
件
有
之
候
条
、
押
而

も
出
勤
有
之
候
様
い
た
し
度
、
此
段
申
述
侯
也

　
　
九
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
七
㎝
囮
0
1
3
－
2
7
2
）

　
2
7
　
〔
明
治
五
年
〕
十
月
一
一
百

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿
　
　
実
美
」

面
會
致
度
候
間
、
今
日
十
二
字
造
二
暫
時
参
廷
有
之
度
候
、
侃
此
段
申
入
候
也

　
　
十
月
三
日

若
今
日
差
支
侯
ハ
・
明
日
参
朝
可
有
之
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
7
3
）

　
2
8
　
〔
明
治
三
年
〕
七
月
五
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
中
辮
殿
　
　
実
美
」

明
日
九
字
一
同
集
会
、
就
而
者
其
已
前
示
談
仕
度
候
間
、
足
下
ニ
ハ
七
字
5
早

参
有
之
候
様
致
度
候
、
価
如
此
候
也

　
　
七
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
七
㎝
団
0
1
3
－
2
7
4
）

　
2
9
　
〔
明
治
六
年
〕
十
月
十
七
日

　
　
一
別
紙
ニ
ツ
折
上
包
二
別
筆
「
三
條
様
」

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
参
議
殿
　
　
實
美
」

緊
要
之
御
用
有
之
候
二
付
、
早
々
御
出
頭
被
成
度
、
此
段
及
御
掛
合
候
也

　
　
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
九
㎝
囲
0
1
3
－
2
7
5
）

　
3
0
　
〔
明
治
六
年
〕
一
一
月
二
日

　
　
一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿
　
　
実
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
急
　
　
　
」

相
談
度
義
有
之
候
間
、
即
刻
参
朝
有
之
様
致
度
候
也

　
　
二
月
二
日
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31

〔
明
治
五
年
〕
十
一
月
一
一
十
一
一
日

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

明
朝
十
字
参
朝
有
之
度
候
也

　
　
十
一
月
廿
二
日

実
美
」

3
2
　
〔
明
治
五
年
カ
〕
月
日
不
明

　
　
　
　
　
　
；
ヱ

　
一
巻
封
一
「
江
藤
議
長
殿
　
　
実
美
」

昨
日
申
入
置
候
支
那
條
約
一
件
、

為
念
一
筆
申
入
候
也

33

（
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
7
6
一

（
一
枚
ニ
ハ
㎝
囮
0
1
3
－
2
7
7
一

至
極
差
急
候
間
、
明
日
者
必
返
答
承
度
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
7
8
）

編
者
註

①
江
藤
は
明
治
四
年
八
月
十
日
に
左
院
副
議
長
に
任
じ
ら
れ
、
明
治
五
年
四
月

　
二
十
五
日
に
司
法
卿
に
任
じ
ら
れ
た
一
『
百
官
履
歴
一
こ
」
一
。

②
支
那
條
約
一
件
と
は
、
明
治
四
年
七
月
二
十
九
日
調
印
の
日
清
修
好
条
規
を

　
改
訂
す
る
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

〔
明
治
五
年
〕
六
月
一
一
十
四
日

一
巻
封
一
「
江
藤
司
法
卿
殿

実
美
」

内
々
申
入
候
廣
澤
一
件
、
鞠
獄
二
掛
居
候
官
員
之
者
二
申
入
度
義
有
之
候
間
、

今
明
日
中
愚
邸
へ
入
来
候
様
申
付
有
之
度
侯
、
松
本
掛
居
侯
ハ
・
、
同
人
ナ
ラ

ハ
猶
更
都
合
宜
く
、
此
段
申
入
度
、
如
此
候
也

　
　
六
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
2
7
9
）

　
　
編
者
註

　
　
①
廣
澤
一
件
は
明
治
四
年
一
月
九
日
に
殺
害
さ
れ
た
参
議
廣
澤
眞
臣
一
一
八
三

　
　
　
一
一
了
一
八
七
一
一
の
事
件
。
既
出
書
翰
六
一
－
2
参
照
。

　
　
②
松
本
と
は
、
司
法
省
権
大
判
事
の
松
本
暢
の
こ
と
一
『
明
治
六
年
官
員
録
」
）
。

　
　
　
既
出
書
翰
九
一
参
照
。

34

〔
明
治
四
年
カ
〕
月
日
不
明

一
巻
封
一
「
江
藤
殿

実
美
復
」

紙
面
之
趣
承
候
、
所
労
自
愛
専
要
候
、
今
日
相
招
候
用
向
者
、
肥
後
米
田
大
参

事
義
、
彼
藩
二
於
て
も
当
節
大
二
國
論
方
向
も
相
立
、
屹
度
御
用
二
も
可
相
立

二
付
、
同
人
を
官
員
二
御
登
用
相
成
候
ハ
・
、
彼
是
可
宜
と
存
候
鹿
、
差
当
り

適
當
之
官
省
關
員
も
無
之
二
付
、
先
制
度
局
二
出
仕
被
卯
付
、
御
試
用
相
成
而

者
如
何
と
存
候
二
付
、
内
々
相
談
仕
度
存
候
事
二
有
之
候
、
明
日
出
仕
無
之
バ

一
筆
内
答
有
之
度
候
、
価
如
此
候
也
、
九
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
8
0
）

　
　
編
者
註

　
　
①
米
田
大
参
事
と
は
、
熊
本
藩
大
参
事
の
米
田
虎
雄
（
一
八
三
九
－
一
九
一

　
　
　
五
一
。



α

　
3
5
　
年
月
日
不
明

　
　
一
別
筆
、
後
書
一
「
三
条
公
5
御
書
」

先
頃
為
見
置
申
候
刑
法
之
義
二
付
、
府
藩
縣
江
布
告
書
附
草
案
一
紙
手
許
二
有

之
候
ハ
・
入
用
候
間
、
可
差
越
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
八
㎝
囲
0
1
3
1
2
8
1
一

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
　
②
刑
法
と
は
、
明
治
三
年
十
二
月
二
十
日
公
布
の
新
律
綱
領
の
こ
と
で
あ
ろ

　
　
　
う
。

一
〇
一
　
三
條
実
美
・
岩
倉
具
視
書
翰

　
1
　
〔
明
治
元
年
〕
十
二
月
十
目

今
般

還
幸
被
為
在
候
慮
、
臣
等
暫
滞
在
、
就
て
ハ
不
肖
之
身
、
終
始
各
位
輔
翼
之
力

を
仰
き
候
者
勿
論
二
候
慮
、
殊
二
前
途
之
鴻
業
百
事
維
新
之
醐
、
実
二
諸
官
同

心
協
力
、
益
勉
励
無
之
て
ハ
不
相
叶
、
況
や
来
春
再
　
臨
幸
被
為
　
遊
候
義
二

付
、
政
教
遍
ク
宣
布
、
萬
民
其
業
二
安
ん
し
奉
迎

鳳
駕
候
様
有
之
度
、
尤
諸
官
に
於
て
彼
我
抗
抵
之
害
を
生
し
候
様
之
義
ハ
決
而

有
之
問
敷
候
へ
共
、
各
局
相
離
れ
、
白
然
情
実
不
通
候
て
ハ
紀
律
一
定
庶
務
百

興
之

御
趣
意
も
不
相
貫
哉
二
付
、
自
今
已
後
第
八
字
よ
り
第
九
字
半
道
諸
官
人
員
を

不
限
、
議
官
に
参
會
し
庶
務
無
彼
此
、
各
見
込
一
杯
を
談
合
、
輔
閾
賛
成
有
之

度
、
此
段
申
入
候
也

　
　
十
二
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
具
視

　
五
官

　
東
京
府

別
紙
之
通
、
明
後
十
二
日
よ
り
両
輔
相
第
八
字
出
仕
二
相
成
候
問
、
為
心
得
申

入
候
也

　
　
十
二
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
事

　
東
京
府

右
之
通
申
参
リ
候
間
、
為
御
心
得
申
入
候
也

　
　
十
二
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
府

　
江
藤
新
平
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
二
二
㎝
団
0
1
3
－
2
8
2
一

　
　
編
者
註

　
　
①
こ
の
文
書
は
、
『
三
条
実
美
公
年
譜
」
『
岩
倉
公
実
記
」
に
も
、
『
維
新
史
料

　
　
　
網
要
」
『
明
治
史
要
」
に
も
記
載
な
し
。
徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史
7
8

　
　
　
新
政
扶
植
編
』
一
六
二
－
六
三
頁
一
に
よ
れ
ば
、
三
条
、
岩
倉
の
連
署
で
、

　
　
　
東
京
在
勤
の
諾
官
に
与
え
た
も
の
ら
し
い
。
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〇
二
　
〔
金
井
〕

1
　
〔
明
治

之
恭
書
翰

年
〕
三
月
十
目

明
十
一
日
内
外
史
連
二
て
猿
若
壱
丁
目
観
劇
之
催
し
有
之
侯
、
御
閑
隙
も
御
座

候
ハ
・
御
護
車
奉
待
上
候
、
尤
昨
夜
彼
之
最
寄
出
火
有
之
候
得
共
、
大
体
ハ
懸

念
も
有
之
候
問
敷
と
の
事
二
御
座
候
、
茶
亭
ハ
一
丁
め
扇
屋
と
申
候
、
御
出
之

節
ハ
武
井
連
と
御
尋
可
被
下
候
、
右
御
案
内
ま
て
、
乱
筆
不
宜

　
　
三
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
恭
拝

　
江
藤
公
閣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
九
㎝
囮
0
1
3
－
2
8
3
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

〇
三
　
〔
多
久
〕

1
　
〔
明
治
五
年
〕

し
げ
　
　
つ
ぐ

茂
〔
族
〕
書
翰

五
月
二
十
八
日

一
巻
封
一
「
江
藤
盟
兄

茂
族
」

之
義
、
願
之
通
御
聞
届
有
之
、
就
而
者
縣
名
又
佐
賀
縣
と
も
格
別
不
面
白
、
何

ト
歎
古
名
歎
山
名
歎
可
然
御
心
氣
等
者
無
御
坐
候
哉
、
乍
序
相
窺
度
、
右
芳
草

略
拝
呈

　
　
五
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
七
㎝
囮
0
1
3
－
2
8
4
）

　
　
編
者
註

　
　
①
多
久
茂
族
は
、
天
保
五
年
生
ま
れ
。
明
治
二
年
十
二
月
か
ら
同
三
年
六
月
ま

　
　
　
で
太
政
官
少
辮
・
従
五
位
（
『
官
員
録
」
一
。
明
治
五
年
五
月
二
日
に
伊
万
里

　
　
　
県
権
令
と
な
る
。
同
年
五
月
二
十
九
日
に
、
伊
万
里
県
か
ら
佐
賀
県
に
県
名

　
　
　
が
戻
っ
て
い
る
。

　
　
②
土
方
大
内
史
は
土
方
久
元
。
既
出
書
翰
六
三
－
1
参
照
。

　
　
③
中
村
大
外
史
は
元
土
佐
藩
士
の
中
村
弘
毅
二
八
三
八
－
一
八
八
七
）
一
『
百

　
　
　
官
履
歴
一
二
）
』
、
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
」
）
。

〇
四
　
宍
戸
機
書
翰

1
　
〔
明
治
五
年
〕

二
月
二
十
七
日

一
巻
封
一
「
江
藤
様
　
　
宍
戸

　
　
　
　
拝
啓
　
　
　
　
」

臼

過
刻
者
拝
眉
大
慶
之
到
二
御
座
候
、
然
者
晦
日
大
隈
之
邸
へ
之
御
約
東
仕
候
得

共
、
来
月
朔
日
江
戸
於
有
明
棲
、
土
方
大
内
史
、
中
村
大
外
史
等
、
別
杯
之
約

束
仕
置
二
付
、
白
然
御
差
繰
も
御
座
候
ハ
・
、
同
口
右
之
場
所
道
御
出
駕
被
下

候
得
者
、
至
極
大
慶
之
到
奉
存
候
、
且
又
縣
魔
之
義
、
元
佐
賀
之
方
へ
御
引
戻

拝
啓
、
今
日
御
院
二
而
御
示
談
仕
置
候
通
、
本
省
園
込
之
内
江
ブ
ス
ケ
居
慮
取

極
度
候
鹿
、
當
人
江
一
見
為
致
候
而
、
然
る
後
造
営
二
取
リ
懸
度
、
不
然
ハ
居

間
其
外
不
都
合
も
可
有
之
歎
、
就
而
ハ
シ
ブ
ス
ケ
江
懸
合
、
明
日
本
省
へ
呼
寄

せ
、
家
居
向
一
鷹
見
せ
注
文
次
第
造
営
二
取
懸
リ
被
下
候
様
奉
希
候
、
為
念
此



q

段
一
磨
御
報
知
仕
置
候
也
、

　
　
二
月
廿
七

頓
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
九
㎝
囮
0
1
3
－
2
8
5
）

編
者
註

①
宍
戸
磯
一
一
八
二
九
－
一
九
〇
一
一
は
元
長
州
藩
士
。
明
治
三
年
十
月
二
十

　
四
日
、
刑
部
少
輔
に
任
じ
ら
れ
、
明
治
四
年
七
月
九
日
に
司
法
少
輔
、
同
年

　
十
一
月
四
日
に
司
法
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
翌
五
年
五
月
十
二
日
に
免

　
官
。
そ
の
後
、
同
年
五
月
二
十
七
日
に
教
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
、
十
月
二
十

　
五
日
に
文
部
大
輔
を
兼
ね
て
い
る
一
『
百
官
履
歴
一
一
一
』
一
。

②
「
ブ
ス
ケ
」
及
び
「
シ
ブ
ス
ケ
」
に
つ
い
て
は
既
出
書
翰
五
七
－
ユ
註
②
③
参

　
照
。

2
　
〔
明
治
五
年
〕
五
月
二
日

　
一
巻
封
一
「
江
藤
卿
殿
　
　
宍
戸
磯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拝
復
」

拝
讃
仕
候
、
一
昨
日
来
御
病
氣
御
再
謹
之
由
、
御
加
養
申
上
候
も
、
疎
之
御
事

二
奉
存
候
、
昨
日
ハ
御
取
次
之
間
違
二
て
拝
暗
不
得
仕
候
段
、
残
念
不
少
候
へ

と
も
、
い
つ
れ
又
々
相
伺
可
申
候
、
先
ハ
拝
酬
迫
如
此
二
御
座
候
也
、
頓
首

　
　
五
月
一
一
日

再
啓
、
御
病
氣
御
加
養
専
一
二
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
九
㎝
団
0
1
3
－
2
8
6
）

3
　
〔
明
治
五
年
〕
五
月
四
日

　
塞
封
一
「
江
藤
様
　
　
宍
戸
機

拝
啓
」

奉
拝
啓
候
、
其
後
御
不
快
い
か
・
被
為
渉
候
哉
、
御
保
薔
専
一
二
奉
存
候
、
扱

先
日
御
約
之
通
、
一
同
相
伺
可
申
覚
悟
之
鹿
、
玉
乃
判
事
除
服
之
御
達
ハ
御
座

候
へ
と
も
、
千
今
不
快
二
て
出
省
不
得
申
、
就
而
ハ
小
生
輩
も
夫
々
事
務
差
支

り
、
今
日
ハ
一
同
罷
出
侯
事
六
ヶ
敷
侯
付
、
先
ツ
津
田
鶴
田
両
判
事
参
館
仕
候

間
、
先
日
御
内
話
之
件
々
、
御
書
面
二
御
調
相
成
候
ハ
・
、
い
つ
れ
も
一
同
拝

覧
仕
可
然
事
歎
ト
奉
存
候
間
、
左
様
被
思
召
置
被
下
侯
様
奉
希
候
、
其
中
不
遠

小
生
輩
罷
出
御
氣
儂
可
奉
伺
、
先
ハ
為
其
如
此
御
座
候
也
、
頓
首

　
　
五
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
九
㎝
囲
0
1
3
－
2
8
7
一

編
者
註

①
保
薔
と
は
「
睡
眠
な
ど
を
充
分
に
と
る
」
の
意
。

②
玉
乃
判
事
と
は
、
司
法
省
権
大
判
事
の
玉
乃
世
履
の
こ
と
。
玉
乃
に
つ
い
て

　
は
既
出
書
翰
二
九
－
4
註
①
参
照
。

③
津
田
鶴
田
両
判
事
と
は
、
司
法
省
中
判
事
の
津
田
真
道
一
一
八
二
九
－
一
九

　
〇
三
一
と
、
同
明
法
寮
助
の
鶴
田
晧
（
一
八
三
五
－
一
八
八
八
）
の
こ
と

　
一
『
明
治
五
年
二
月
袖
珍
官
員
録
」
、
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
一
。

一
〇
五
　
渋
澤
栄
一
書
翰

1
　
〔
明
治
五
年
〕

十
一
月
二
十
日

一
上
部
破
れ
〕



江藤新平関係文書句

一
巻
封
一
「
（
江
藤
司
）
法
卿
様

　
　
　
　
　
　
　
＾
御
）
親
展

澁
澤
栄
一

」

＾
前
關
）

過
［
ロ
ハ
濱
松
縣
川
西
徳
化
糠
と
申
者
、
御
省
へ
御
登
庸
之
義
奉
願
候
、
右
ハ

如
何
之
御
都
合
二
御
坐
候
哉
、
地
方
之
折
合
方
も
有
之
候
間
、
願
く
ハ
御
採
用

被
下
度
奉
祈
侯
、
右
二
付
尚
一
事
相
願
侯
義
ハ
、
神
奈
川
出
張
裁
判
所
に
奥
村

権
少
判
事
譲
鐸
人
義
ハ
、
兼
而
陸
奥
租
税
頭
神
奈
川
縣
令
勤
仕
之
節
知
リ
合
に

て
、
計
算
之
事
に
ハ
長
し
居
候
由
二
候
間
、
可
成
ハ
當
省
へ
御
譲
リ
被
下
度

候
、
然
時
ハ
恰
も
同
等
に
て
相
磨
之
御
交
易
と
奉
存
候
、
併
両
人
と
も
従
是
相

願
候
事
に
て
、
敢
而
御
取
替
を
以
主
論
仕
候
義
に
ハ
無
之
候
得
共
、
何
分
御
繰

合
御
許
容
被
下
候
ハ
・
幸
甚
不
過
之
至
二
侯
、
右
再
鷹
相
願
如
此
御
坐
侯
、
頓

首　
　
十
一
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澁
澤
栄
一

　
江
藤
司
法
卿
閣
下

尚
々
、
御
省
之
御
都
合
早
々
被
仰
聞
度
奉
祈
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
二
〇
㎝
囲
0
1
3
－
2
8
8
）

　
　
編
者
註

　
　
①
澁
澤
栄
一
一
一
八
四
〇
－
一
九
三
一
）
は
、
明
治
二
年
十
一
月
四
日
に
租
税

　
　
　
正
に
任
じ
ら
れ
、
同
年
八
月
十
五
日
に
制
度
取
調
掛
兼
勤
、
二
十
四
日
に
大

　
　
　
蔵
少
丞
、
同
四
年
五
月
九
日
に
大
蔵
権
大
丞
、
同
年
七
月
三
日
に
制
度
取
調

　
　
　
御
用
掛
、
同
月
二
十
九
日
に
枢
密
権
大
史
を
歴
任
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
十

　
　
　
日
に
廃
官
し
た
後
は
、
同
月
十
三
日
に
大
蔵
大
丞
、
同
年
十
二
月
十
八
日
に

　
紙
幣
頭
を
兼
任
。
つ
い
で
、
同
五
年
二
月
十
二
日
に
大
蔵
省
三
等
出
仕
、
大

　
蔵
少
輔
事
務
取
扱
鱗
と
な
る
。
明
治
六
年
五
月
十
四
日
に
「
依
願
免
出
仕
」

　
一
『
百
官
履
歴
（
二
）
』
）
。

②
川
西
徳
化
は
司
法
省
七
等
出
仕
一
『
明
治
六
年
一
月
袖
珍
官
員
録
」
一
。

③
奥
村
権
少
判
事
は
大
蔵
省
統
計
寮
七
等
出
仕
の
奥
村
尚
柔
（
『
明
治
六
年
一

　
月
袖
珍
官
員
録
」
）
。

④
陸
奥
租
税
頭
は
紀
州
出
身
の
陸
奥
宗
光
二
八
四
四
－
一
八
九
七
一
。
明
治

　
四
年
八
月
十
二
日
に
神
奈
川
県
知
事
、
同
年
十
一
月
十
三
日
に
神
奈
川
県
令

　
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
翌
五
年
一
月
十
四
日
に
外
務
大
丞
を
兼
任
。
つ
い
で
、

　
同
年
二
月
十
三
日
に
兼
官
を
免
じ
ら
れ
、
租
税
兼
頭
、
神
奈
川
県
運
上
所
事

　
務
取
扱
と
な
り
、
三
月
十
二
日
に
「
依
願
免
兼
官
」
。
同
年
六
月
十
八
日
に

　
租
税
頭
に
任
じ
ら
れ
、
「
神
奈
川
県
在
職
中
取
扱
侯
事
務
当
分
之
内
令
之
心

　
得
ヲ
以
テ
取
扱
」
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
八
月
五
日
に
神
奈
川
県
令
之
心
得
は

　
免
じ
ら
れ
る
。
同
六
年
五
月
十
五
日
に
大
蔵
省
三
等
出
仕
一
『
百
官
履
歴

　
（
二
）
』
）
。

〇
六
　
ジ

ブ
ス
ケ
書
翰

1
　
明
治
五
年
七
月

一
上
封
筒
表
〕

王
封
筒
裏
〕

（
中
封
筒
表
）

「
ζ
O
富
庁
胃
｝
撃
O
」

「
ブ
ス
ケ
6
付
状
入
之
　
江
藤
存
」

「
く
o
寡
討
…
　
霊
ω
8
戻

O
o
目
詔
昌
艘
o
、
向
旨
↓

一
一
昏
①
｛
①
ω
o
旨
町
巨
o

　
甘
勺
彗
オ



〃㎝

一
①
昌
き
目
」

く
①
｛
◎
旨
H
o
o
曽

○
ブ
①
『
昌
o
目
ω
ぎ
一
』
『

　
　
　
　
　
　
　
－

言
肩
①
目
o
ω
5
－
亭
睾
宗
庄
、
巨
吋
o
旦
巨
亮
印
巨
肩
雰
o
①
＜
o
目
9
昌
o
目
ω
ポ
員
■
9
8

冒
巨
げ
吋
①
宗
－
ど
豪
巨
8
単
自
盲
君
貝
o
巨
需
『
昌
o
彗
守
彗
o
9
胃
8
昌
寝
幅
ま
宗

亘
；
示
昌
ω
δ
昌
饒
o
目
目
巴
『
①
ω
宗
ω
；
ま
寝
饒
昌
①
巨
君
膏
く
ぴ
巨
畠
彗
目
o
ω
－
o
グ

目
o
気
①
o
轟
竃
－
墨
巨
o
目
君
睾
－
o
篶
盲
畠
9
胃
①
ぎ
昌
－
巨
g
『
饅
饒
く
9
昌
巴
管
心
－
o

自
o
昌
享
①
｛
2
g
昌
o
閏
饒
o
冨
ρ
邑
く
o
易
o
旦
小
蒜
①
目
饒
目
g
ω
－
盲
ω
苛
昌
彗
↓

鳥
目
｛
亮
二
①
8
目
目
邑
ω
弐
ε
く
g
亮
o
巨
骨
①
彗
8
o
o
…
目
①
君
ω
昌
、
鶉
ω
昌
胃
o
亮

く
o
目
ω
み
ω
①
；
①
N
ψ
一
≦
『
＝
9
8
■
目
①
×
o
①
自
①
目
片
φ
o
o
①
巨
－
①
＝
巨
註
q
≡
討
鳥
N
－
①
げ
目
↓

○
冒
、
＝
君
言
彗
津
彗
巴
己
＝
彗
↓
彗
目
休
s
己
ω
昌
①
宗
目
8
言
二
匝
ド
饒
o
寡

ぎ
昌
－
邑
g
竃
巨
く
①
ω
o
仁
①
く
o
目
ω
o
o
ω
需
創
s
昌
す
員
肩
豪
o
目
篶
ポ
昌
目
①
く
匡
8
彗

8
冨
①
自
庄
，
休
冨
＝
、
巨
冨
『
鶉
窒
；
ぎ
饒
邑
昌
①
昇
向
目
昌
昌
o
ご
①
8
目
葺
①
ω
昌
く
g
『
①

一
U
討
目
亮
昌
｝
巨
8
目
8
昌
ω
o
o
膏
－
巨
↓
巴
亮
8
目
■
巴
9
①
自
o
斥
①
o
轟
彗
－
墨
饒
o
目

胴
休
箏
写
巴
ρ
肉
①
完
く
竃
｛
、
彗
凹
目
8
以
8
ω
旦
g
－
、
①
×
肩
匪
巴
o
目
庄
①
昌
串
三
く
①

『
①
o
o
■
自
四
－
ω
ω
凹
目
o
①
’

言
ω
己
ω
ご
①
巨
亮
目
×
庄
①
ω
巴
色
『
8
ヰ
①
o
o
o
姜
－
o
目
o
◎
仁
『
く
o
自
ω
串
o
肩
①
■
串
①

昌
『
8
試
目
①
巨
昌
霧
涼
－
巨
冨
↓
ぎ
冨
一
〇
巨
o
o
…
彗
ユ
く
彗
－
①
ω
｛
①
；
庁
易
ブ
凸
窒
目
①

ω
雪
o
罧
寝
己
鶉
昌
o
ぎ
ω
ω
巨
o
㌢
2
1
』
、
巴
印
君
ユ
ω
彗
2
自
■
管
竃
庄
く
－
｛
亘
巴
ω
マ

く
o
弓
①
目
◎
冒
巨
津
ぎ
貝
り
o
冒
く
o
⊆
ω
o
，
き
旨
戸
o
o
；
－
①
o
閏
壱
①
目
窒
－
一
9
ρ
巨

遭
肩
g
o
8
饒
自
因
争
o
匡
H
昌
｝
2
×
ρ
自
＝
鶉
竃
ミ
①
巨
竃
8
庁
o
－
易
ま
巨
昌
庁
篶
ω

①
＝
①
亘
ζ
ω
｛
①
o
穿
o
目
①
昌
①
目
け

勺
胃
冒
①
巨
富
昌
9
宗
壁
篶
鍔
『
心
彗
昌
鶉
ブ
o
昌
昌
晶
霧
畔
昌
邑
印
目
①
勺
霧
s
戻
三
目

一
〕
o
自
ω
o
昌
亮
巨
『
単
昌
－
s
－
叫
＝
①
目
『
ボ
窃
昌
o
印
目
口
＝
2
8
自
①
o
o
o
自
目
①
…
ω
o
①
饒
昌
一
U
亮

七
〇
ω
討
ω
二
、
昌
昌
＜
o
庁
…
①
s
握
邑
ω
◎
貝
g
ρ
o
く
s
君
昌
く
o
姜
昌
Φ
昌
9
9
突

昌
o
毒
庁
…
㌧
昌
o
目
8
a
邑
①
箏
①
名
g
巨
①
冒
×
庄
宮
o
昌
①
昌
①
巨

ρ
｝
o
自
ω
ρ
昌
g
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
二
一
㎝
囲
0
1
3
－
2
8
9
一

　
　
編
者
註

　
　
①
書
翰
一
〇
六
の
1
か
ら
3
の
仏
文
は
、
佐
賀
県
立
図
書
館
『
江
藤
家
資
料
目

　
　
　
録
」
及
び
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
江
藤
新
平
関
係
文
書
』
で
は
い
ず
れ
も

　
　
　
ジ
・
ブ
ス
ケ
の
書
翰
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
ブ
ス
ケ
の
書
翰
で
あ
る
。
ま

　
　
　
た
両
者
と
も
、
2
番
目
と
3
番
目
の
書
翰
の
中
味
を
取
り
違
え
て
い
る
。
ブ

　
　
　
ス
ケ
に
つ
い
て
は
既
出
書
翰
五
七
－
1
註
②
③
参
照
。

　
　
②
右
仏
文
試
訳

　
　
　
「
パ
ス
カ
リ
殿

　
　
　
国
務
院
評
定
官

　
　
　
　
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
通
り
十
一
番
地

　
　
　
，
、
フ

　
　
　
　
ノ
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
　
一
八
七
二
年
七
月

　
日
本
国
の
司
法
卿
江
藤
氏
を
紹
介
す
る
御
無
礼
を
お
許
し
下
さ
い
。
彼
は

貴
国
の
法
、
政
治
・
法
制
・
行
政
制
度
を
学
ぶ
た
め
に
、
多
数
の
部
下
を
伴

っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
訪
問
し
ま
す
。
ご
多
忙
の
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
私

は
、
閣
下
が
江
藤
氏
を
歓
迎
さ
れ
、
閣
下
が
優
秀
な
人
材
を
お
持
ち
の
貴
国

の
行
政
裁
判
所
の
仕
組
み
を
（
文
意
不
明
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
目

指
し
て
い
る
目
的
の
手
助
け
を
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま

す
。
国
務
院
の
訪
問
は
彼
の
大
き
な
関
心
を
ひ
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
一

言
で
申
せ
ば
、
私
は
、
貴
国
の
全
般
的
な
組
織
を
彼
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
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よ
う
、
暖
か
い
ご
協
力
を
賜
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
件
に
関

し
て
、
私
の
深
甚
な
る
感
謝
の
念
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
述
べ
て
お
き
ま
す
。

　
　
こ
の
機
会
に
、
私
の
心
よ
り
の
賞
賛
の
意
を
直
接
貴
殿
に
お
伝
え
で
き
る

の
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
貴
殿
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
こ
の
職
務

を
こ
の
上
な
く
賢
明
に
、
ま
た
誠
実
に
果
た
す
人
物
を
選
ん
だ
も
の
と
、
ま

ず
貴
殿
に
と
っ
て
、
ま
た
お
国
に
と
っ
て
も
、
大
い
に
お
喜
び
申
し
上
げ
ま

す
。　

　
パ
ス
カ
リ
夫
人
に
私
の
敬
意
を
、
ま
た
切
手
の
収
集
家
で
あ
る
ア
ン
リ
に

は
素
敵
な
思
い
出
を
お
伝
え
下
さ
い
。
彼
に
は
船
荷
で
切
手
を
発
送
し
ま
し

た
。
ま
た
貴
殿
に
も
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G
・
ブ
ス
ケ

明
治
五
年
七
月

（
中
封
筒
表
）

「
…
◎
冨
庁
昌
｝
o
姜
ε
g

竃
昏
①
宗
一
、
－
身

　
　
　
　
　
、
彗
赤

　
　
　
　
　
一
判
読
小
能
一

　
　
　
　
　
□
□
□
□
」

k
＆
o
冒
－
o
o
s

…
o
目
o
亭
；
陣
①
．

』
二
、
邑
嚢
ω
二
實
8
箒
庁
箒
『
…
『
患
ま
艘
ξ
祭
昌
巨
弩
二
①
三
曇
臣
彗

』
遣
員
君
言
竃
昌
三
印
享
閏
昌
ニ
ニ
、
冒
『
o
肩
o
彗
己
①
巨
；
，
g
冨
暑
o
ま
『

宗
ω
o
訂
①
；
き
昌
；
昌
霧
o
…
二
、
胃
8
昌
呂
ω
ω
①
昌
g
；
巴
、
8
…
『
巴
緒
区
き
く
①

巴
遷
亮
一
互
2
巨
ω
き
…
昌
〇
一
旨
Φ
昌
g
署
o
詩
『
昌
昌
o
昌
8
自
鼻

竃
o
邑
雲
『
ま
ま
ぎ
…
彗
竃
■
肩
欧
宗
葦
；
＝
窒
一
①
昌
g
甘
一
、
彗
o
邑
＝
①
旦
易

彗
肩
象
巴
鶉
葦
昌
ま
目
ω
き
9
窒
巨
幕
凄
姜
目
．
g
竺
、
ぎ
君
碁
昌
①
宗

5
邑
色
o
p
冒
芸
g
8
雪
印
二
、
雪
邑
ω
ω
旨
昌
忌
邑
『
宗
冨
目
①
弓
①
畔
竃

φ
吾
o
窒
g
君
昌
巨
宣
一
亮
8
昌
葦
・
巴
、
◎
擾
邑
ω
き
昌
①
二
霧
呈
目
o
冨
ω
箒

一
、
募
彗
匡
昌
君
雲
ε
：
ブ
蟹
昌
ε
看
二
、
一
ま
嚢
馨
o
巨
芽
竃
g
一
．
冒

○
暮
ユ
①
冨
豆
①
宗
庁
昌
①
琴
①
昌
邑
註
昌
睾
2
；
ω
；
昌
σ
亮
姜
彗
尿
彗

げ
彗
毒
彗
①
；
巴
印
昌
印
阻
ω
言
↓
膏
9
φ
昌
二
①
8
昌
o
…
ω
君
■
弓
こ
巨
等
①
仁
邑
①

君
…
心
巨
繧
①
；
o
幕
o
お
印
目
ぎ
巨
昌
旨
ま
巨
『
2
～
旦
昌
巨
弩
き
奉

オ
き
邑
邑
ω
琴
①
目
〇
一
昌
①
昌
①
彗
専
彗
8
嗜
胃
胃
8
昌
寝
管
彗
髪
o
易
庁
胃

寿
ま
①
二
巨
ぎ
o
畠
箒
二
、
痒
巨
①
君
、
＝
≦
g
幕
召
彗
串
9
目
巴
ω
竃
昌
昌

き
ω
彗
8
巨
8
雪
麸
…
o
巨
ω
マ
箒
巨
昌
竃
序
箒
『
昌
ミ
①
8
昌
券
ω
彗
8
雪

巨
壁
墨
巨
冒
害
8
巨
堅
σ
q
毒
宗
邑
巨
ε
ユ
、
邑
亮
毛
①
昌
〇
一
昌
彗
：
ξ
曇

o
①
巨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
－
　
　
．

↓
o
目
昌
ω
『
霧
潟
g
亮
衰
o
巨
訂
一
旨
①

Ω
g
擾
鶉
雰
易
ε
①
け

一
別
紙
一

「
巨
o
豪
一
彗
二
〕
望
g
g

若
o
o
黒

ミ
国
彗
①
宗
一
、
①
8
庁
昌
＆
①
O
巨

編
者
註

①
右
仏
文
試
訳

　
　
「
ブ
ス
ケ
殿

　
　
　
リ
ス
リ
街
十
二
番
地

一
一
枚
一
一

㎝

配
0
1
3
－
2
9
！
一



棚

ノ、

リ

｛
判
読
不
能
」

□
ロ
ロ
□
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
　
一
八
七
二
年
七
月

　
親
愛
な
る
父
上
へ

　
日
本
国
司
法
卿
江
藤
新
平
氏
が
こ
の
手
紙
を
持
っ
て
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に

伺
い
ま
す
。
江
藤
氏
は
法
制
上
の
成
果
を
挙
げ
る
の
に
役
立
つ
視
察
を
行
な

い
、
報
告
す
る
と
い
う
目
的
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
歴
訪
し
ま

す
。
こ
れ
に
は
私
も
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
父
上
か
ら
は
、
江
藤
氏
が
そ
の
高
い
地
位
と
任
務
の
重
要
性
に
ふ
さ
わ
し

い
熱
烈
な
歓
迎
と
注
目
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
取
り
計
ら
っ
て
く
だ
さ
る
こ

と
を
お
願
い
し
ま
す
。
私
の
方
は
、
彼
が
強
い
関
心
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
公

教
育
の
組
織
と
原
理
に
つ
い
て
、
私
の
も
と
で
彼
が
自
由
に
学
べ
る
よ
う
に

喜
ん
で
手
は
ず
を
整
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
多
数
の
弁
護
士
や
行

政
官
の
友
人
と
知
り
合
い
に
な
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
彼
等
の
協
力

は
、
彼
が
わ
が
国
の
法
制
・
行
政
を
学
ぶ
に
当
っ
て
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
。

　
私
白
身
が
フ
ラ
ン
ス
に
江
藤
氏
に
同
行
し
、
彼
が
企
図
し
て
い
る
調
査
を

助
け
る
こ
と
が
出
来
た
ら
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
行
け
ま
せ
ん
の
で
、

私
が
彼
か
ら
受
け
た
よ
う
な
歓
迎
を
彼
に
も
し
て
差
し
上
げ
る
こ
と
で
、
私

の
感
謝
の
念
を
お
伝
え
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た
を
愛
す
る
息
子
よ
り

一
別
墾

「
ド
ヴ
ネ
氏

弁
護
士

医
学
校
広
場
十
七
番
地
」

明
治
五
年
七
月

＾
中
封
筒
表
）
「
竃
o
目
ω
｝
①
巨
こ
①
困
－
o
冒
匝

ぎ
q
①
■
肩
o
o
昌
①
…
胴
心
b
ひ
s
一
呼
、
印
ユ
ω

－
≦
①
昌
一
〕
①
『
o
①
－
、
與
ω
ω
①
昌
σ
尿
箏
g
ざ
目
邑
①

o
o
o
雪
①
ブ
印
巨
①
＜
自
①

勺
彗
庁

庁
昌
與
戌
自

」

ぎ
庄
o
冒
－
o
o
富

…
o
目
O
ブ
①
『
O
目
o
庁

〔
℃
み
器
旦
①
－
①
弓
①
冨
ω
①
s
『
①
昌
－
需
o
實
竃
o
毒
庁
弓
＝
①
岸
o
昌
巨
げ
吋
①
o
①
サ

冒
竺
8
彗
』
碧
o
貝
o
巨
ω
①
『
g
｛
昌
軍
彗
8
君
膏
休
言
昌
①
『
；
吋
①
寝
壱
彗

君
葦
宗
く
烏
宗
ω
與
昌
竺
睾
曽
ま
富
ご
目
弓
o
ま
ぎ
監
；
o
①
巨
と
」
、
印
；
召
巨
ω

旦
姜
げ
…
ω
昌
9
ω
旨
彗
邑
－
小
ω
o
易
5
亀
『
①
g
o
目
宗
く
o
目
ω
討
昌
曽
①
岸
o
g
オ
ω
邑
ω

ざ
…
①
棄
ま
君
…
o
守
讐
色
昌
『
邑
、
ブ
巨
巨
み
需
ミ
彗
彗
肩
肢
o
①
邑
昌
8
昌
巴

睾
冒
寝
苧
昼
毒
9
雲
雪
く
旺
一
一
竃
け
自
試
皆
曽
彗
宗
§
宗
－
、
片
一
巴
完
『
宗
后
ω

8
；
①
豪
g
宗
庁
胴
巨
宗
『
旦
曽
ω
冒
8
目
■
邑
ω
窒
目
8
o
①
目
o
ヰ
①
o
擾
昌
－
§
饒
o
目

o
o
胃
旦
目
①
g
官
昌
o
巨
『
ρ
o
ウ
巨
鶉
亘
毒
8
冒
o
峰
①
算
ρ
巨
①
o
巨
ρ
目
①
8
ω
o
声
甘

目
①
｛
o
巨
①
冒
ω
o
■
①
①
q
＄
8
阯
叶
o
目
巽
8
自
①
鼻
①
島
昂
o
饒
o
自
－
－
完
『
岩
o
o
ユ
①
宗

ω
昌
＆
o
昌
雪
宰
彗
8
箒
ω
o
げ
ω
①
；
註
昌
ω
ε
、
目
ω
彗
§
昌
①
膏
①
甘
肩
邑
＝
o
易

ま
ω
昌
『
g
o
；
言
8
8
貝
①
ω
目
二
昌
o
巨
厨
①
昌
8
o
昌
二
、
艮
；
旨
ぎ
o
彗
巴
①

昌
昌
宗
官
g
o
邑
篶
①
二
邑
敏
－
亮
o
昌
畠
葦
①
彗
ω
ω
＝
①
昌
o
目
守
筥
旨
饒
君
9
君
昌

巨
二
目
畠
o
自
雪
雪
饒
貝
彗
冒
－
－
｝
2
宗
討
8
昌
昌
o
き
o
目
宗
目
o
巴
o
－
ω
L
g
召
ぎ
房

○
ユ
自
o
号
単
自
×
窒
二
①
遷
目
①
－
ω
｛
2
冨
竃
o
o
ユ
胃
宗
肩
ひ
訣
亮
目
o
①
ω
o
目
o
巨
①
目
饒
o
戸

向
目
－
巨
篶
■
邑
與
巨
8
ω
一
〕
o
目
o
繧
8
ω
巨
目
①
冒
曾
岸
雲
鶉
o
顯
ω
ω
①
己
①
昌
①
目
二
印
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亮
8
…
巴
ω
ω
彗
8
宗
昌
◎
冨
－
ε
『
｝
睾
o
g
宗
8
員
君
二
、
胃
8
昌
寝
管
g
↑

昌
豪
巨
管
o
ω
ω
ぎ
巴
饅
宗
幕
o
g
昌
篶
く
g
ε
二
、
巴
旨
①
．

Ω
①
o
お
鶉
｝
o
姜
o
亮
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
二
一
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編
者
註

　
　
①
右
仏
文
試
訳

　
　
　
「
ル
・
ブ
ロ
ン
殿

　
　
　
元
パ
リ
検
事
総
長

　
　
　
国
議
院
議
員

　
　
　
オ
ー
ト
ヴ
イ
ー
ユ
通
り
八
○
番
地

　
　
　
弍
，

　
　
　
　
ノ
　
ー

朝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
　
一
八
七
二
年
七
月

　
親
愛
な
る
叔
父
上
へ

　
こ
の
手
紙
は
、
日
本
国
司
法
卿
の
江
藤
氏
に
よ
り
、
あ
な
た
の
も
と
に
届

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
は
日
本
改
善
を
も
た
ら
す
と
の
見
通
し
に
た
っ

て
、
あ
な
た
の
国
を
研
究
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
に
や
っ
て
き
ま
す
。
私
は

前
か
ら
、
江
藤
氏
の
指
示
の
も
と
、
何
ヶ
月
に
も
わ
た
っ
て
努
力
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
あ
な
た
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
彼
に
対
す
る
暖
か
い
好
意
的
な
受

け
入
れ
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
こ
と
で
、
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。
江
藤
氏
は
、
あ
な
た
の
国
の
政
治
・
法
制
組
織
を
知
る
に
あ
た
っ
て
、

あ
な
た
が
助
言
や
指
示
を
与
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
求
め
る
で
し
ょ
う
。
あ
な

た
は
こ
の
点
で
誰
よ
り
も
適
任
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
あ
な
た
の
適
切
な
ご
指

導
に
よ
り
、
視
察
の
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
滞
在
に
関
し
て
、
帰
国
の
際
に

報
告
書
を
作
成
で
き
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
お
手
数
で
す
が
、
法

曹
界
に
紹
介
し
、
ま
た
政
界
に
も
知
己
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
フ
ラ
ン
ス

の
複
雑
な
法
制
度
の
中
で
、
彼
が
注
意
を
向
け
る
べ
き
原
則
的
な
ポ
イ
ン
ト

は
ど
の
点
で
あ
る
か
、
わ
か
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

　
彼
の
面
倒
を
み
る
こ
と
で
、
あ
な
た
は
江
藤
氏
と
そ
の
同
行
者
に
感
謝
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
な
た
を
愛
す
る
甥
も
あ
な
た
に
一
層
強
い
恩
義
を
感

じ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ

4
　
〔
明
治
五
年
〕

六
月
十
七
日

一
封
筒
表
一
「
江
藤
司
法
卿

閣
下

ジ
ブ
ス
ケ

」

貴
翰
奉
拝
謂
候
、
然
者
如
尊
諭
甚
暑
之
節
、
愈
御
壮
健
奉
恭
賀
候
、
陳
而
者
結

構
之
品
多
々
御
恵
投
被
下
難
有
、
恐
縮
之
至

可
得
御
意
如
斯
御
座
候
、
恐
僅
謹
言

　
六
月
十
七
日

江
藤
司
法
卿

閣
下

編
者
註

①
本
書
翰
は
巻
紙
。

②
文
末
の
「
ジ
ブ
ス
ケ
」
は
、

　
ス
ケ
の
自
筆
と
思
わ
れ
る
。

5
　
〔
明
治
五
年
〕

貴
簡
落
掌
仕
候
、

八
月
八
日

二
奉
存
候
、
右
者
御
濃
芽
貴
復
造

　
　
　
　
　
　
　
ジ
ブ
ス
ケ

（
一
枚
一
八
㎝
囲
0
1
3
－
2
9
2
）

本
文
と
は
異
筆
。
こ
の
後
も
同
様
。

時
下
益
御
清
康
奉
恭
賀
候
、
過
日
者
参
舘
仕
候
鹿
、

デ
ュ

ブ

御
繁
忙



η

中
緩
々
御
談
話
被
下
難
有
、
其
節
相
願
置
候
平
山
成
一
郎
之
一
条
も
一
両
日
中

二
者
御
返
答
可
被
下
申
、
何
分
二
も
宜
敷
御
周
旋
被
下
候
様
願
人
候
、
将
又
飛

脚
松
之
義
二
付
御
申
越
之
趣
委
細
承
知
仕
候
、
今
日
之
般
便
を
以
て
香
港
飛
脚

船
問
屋
追
一
紙
相
贈
候
、
廿
三
日
之
便
或
其
次
便
二
而
、
少
ト
モ
八
人
御
出
帆

可
相
成
二
付
、
萬
端
無
御
不
都
合
様
取
計
ひ
呉
候
様
相
頼
可
申
候
、
左
様
御
承

知
可
被
下
候
、
右
貴
報
道
可
得
御
意
如
是
御
座
候
、
恐
惇
謹
言

　
　
八
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ブ
ス
ケ
写
イ
ン
一

　
江
藤
司
法
卿

　
　
　
　
　
　
閣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
囲
0
1
3
－
2
9
3
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

6
　
〔
明
治
五
年
〕

一
封
筒
表
〕

八
月
二
十
五
日

「
江
藤
司
法
卿

　
　
　
　
閣
下

ジ
ブ
ス
ケ

」

御
書
簡
落
掌
仕
候
、
然
者
佛
國
公
使
今
日
出
京
可
仕
之
慮
、
明
後
日
追
出
京
延

引
致
シ
候
由
、
過
刻
申
越
候
間
、
此
段
一
寸
と
申
上
置
候
、
尤
昨
日
申
上
候
通

り
公
使
着
京
次
第
早
速
御
報
知
可
申
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
右
者
答

造
可
得
御
意
如
是
御
座
候
、
恐
僅
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ブ
ス
ケ

　
　
八
月
廿
五
日

司
法
卿
江
藤
新
平

　
　
　
　
　
　
閣
下

一
一
枚
一
九
㎝

囲
0
1
3
－
2
9
4
一

編
者
註

①
本
書
翰
は
巻
紙
。

②
佛
國
公
使
と
は
、
第
四
代
理
公
使
コ
ン
ト
・
デ
・
チ
ュ
ー
レ
ン
榊
捕
の
こ
と

　
一
『
明
治
史
要
附
表
」
一
。

7
　
〔
明
治
五
年
〕

八
月
二
十
八
日

以
手
紙
奉
啓
上
候
、
然
者
先
日
佛
公
使
参
舘
之
御
返
礼
ト
シ
テ
同
人
旅
舘
道
御

柾
駕
可
被
下
旨
公
使
へ
申
通
候
鹿
、
同
人
義
も
深
ク
難
有
存
候
、
然
ル
慮
全
ク

右
御
返
礼
ノ
ミ
ノ
為
メ
ニ
態
々
遠
路
之
濟
海
寺
造
御
来
駕
被
下
候
而
者
、
公
使

二
於
而
甚
以
而
恐
入
、
且
御
光
来
之
序
を
以
テ
午
後
又
ハ
晩
飯
ナ
リ
共
差
進
度

候
得
共
、
當
地
旅
舘
二
而
者
萬
事
不
備
二
有
之
、
且
閣
下
近
日
御
出
帆
之
節
者

是
非
共
横
濱
へ
御
立
寄
可
有
之
と
存
候
二
付
、
同
所
御
滞
留
中
御
都
合
宜
敷
キ

日
ヲ
撰
ヒ
御
入
来
相
願
ヒ
、
疎
飯
差
進
メ
度
候
間
、
此
度
者
御
来
臨
之
其
節
追

御
延
引
被
下
候
様
致
度
、
此
段
公
使
ヨ
リ
被
托
候
二
付
拙
者
ヨ
リ
申
上
候
、
就

而
者
乍
御
面
倒
、
横
濱
へ
御
出
張
之
日
限
井
同
地
御
逗
留
日
数
共
、
前
以
て
拙

者
造
御
報
知
被
下
候
様
奉
頼
候
、
右
之
段
可
得
御
意
如
是
御
座
候
、
恐
僅
謹
言

　
　
八
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ブ
ス
ケ

　
司
法
卿
江
藤
新
平

　
　
　
　
　
　
　
閣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
9
5
）

　
　
編
者
註
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①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
8
　
〔
明
治
五
年
〕
九
月
四
日

以
手
紙
奉
啓
上
候
、
然
者
一
昨
日
ハ
拙
宅
へ
御
来
臨
被
下
候
慮
、
折
悪
シ
ク
留

守
中
二
而
不
得
拝
顔
、
甚
以
失
敬
仕
候
、
陳
而
先
日
司
法
省
二
而
御
面
會
申
候

節
、
當
月
六
日
横
濱
へ
御
出
可
被
成
由
御
申
聞
ケ
有
之
候
二
付
、
右
之
趣
早
々

公
使
へ
申
達
候
慮
、
公
使
者
同
六
日
午
飯
ノ
為
メ
御
招
キ
申
上
度
ト
返
答
有
之

候
二
付
、
明
後
六
日
十
二
字
少
々
前
弁
天
公
使
舘
二
御
来
駕
被
下
候
得
バ
、
拙

者
ハ
同
所
二
御
待
受
可
申
上
候
、
就
而
者
乍
御
面
倒
右
之
段
御
承
知
之
御
報
一

磨
拙
者
道
御
遣
シ
被
下
候
様
奉
願
候
、
此
段
可
得
御
意
如
是
御
座
候
、
恐
僅
謹

言　
　
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ブ
ス
ケ
一
サ
イ
ン
一

　
司
法
卿
江
藤
新
平

　
　
　
　
　
　
　
閣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
－
2
9
6
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

一
〇
七
　
司
法
省
録
書
翰

　
1
　
〔
明
治
六
年
〕
六
月
二
十
三
日

別
紙
之
通
外
務
省
右
申
越
候
問
、
御
返
納
相
成
候
様
御
取
計
可
有
之
、
此
段
申

答
候
也

　
　
六
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録

　
江
藤
参
議

　
　
　
　
執
事
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
二
九
㎝
　
囮
0
1
3
－
2
9
7
一

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
司
法
省
罫
紙
。

一
〇
八
　
島
田
次
兵
衛
書
翰

1
　
〔
慶
鷹
四
年
〕
九
月
三
日

　
（
巻
封
）
「
　
　
　
　
　
　
　
肥
後
藩

　
　
　
　
　
會
計
御
局
　
　
島
田
次
兵
衛
」

刀

常
陸
下
総
両
國
之
全
図
二
付
被
仰
越
候
趣
奉
拝
承
候
、
左
京
亮
全
持
下
居
候

間
、
乍
延
引
即
御
返
上
仕
候
、
可
然
様
御
執
計
可
被
下
奉
願
候
、
以
上

　
　
九
月
三
日



ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
九
㎝
囮
0
1
3
1
2
9
8
）

編
者
註

①
左
京
亮
と
は
、
長
岡
（
細
川
）
護
美
二
八
四
二
｛
一
九
〇
六
一
。
肥
後
藩

　
主
慶
順
（
の
ち
紹
邦
）
の
弟
。

②
島
田
次
兵
衛
は
、
『
肥
後
藩
国
事
史
料
第
八
』
二
四
一
頁
に
名
が
見
え
る

　
「
一
熊
本
）
藩
先
鋒
隊
従
軍
者
島
田
治
兵
衛
齢
騰
」
と
同
一
人
物
か
。

尚
、
以
過
刻
ハ
存
寄
無
御
座
、
結
構
之
銘
酒
一
樽
井
二
御
茶
御
恵
贈
被
下
置
、

深
々
難
有
奉
謝
候
、
尚
拝
姿
可
奉
謝
候
、
頓
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
ニ
ハ
㎝
囲
0
1
3
－
2
9
9
）

　
　
編
者
註

　
　
①
島
田
芳
橘
は
佐
賀
人
で
医
者
。
長
崎
病
院
の
医
学
生
で
、
相
良
宗
蔵
の
知
り

　
　
　
合
い
（
『
鍋
島
直
正
公
伝
」
第
五
編
四
九
八
頁
）
。

2
　
〔
明
治
　
年
〕
三
月
十
日

〇
九
　
島
田
芳
橘
書
翰

1
　
〔
明
治
　
年
〕
一
一
一
月
九
日

一
封
筒
表
）

（
封
筒
裏
〕

「
江
藤
新
平
様
　
　
島
田
芳
橘

　
　
　
侍
史

「
江
藤
様
　
　
島
田
芳
橘

　
　
　
御
内
啓
　
　
　
　
」

」

奉
拝
呈
候
、
過
刻
ハ
御
用
繁
御
半
、
態
々
御
運
被
下
候
趣
之
慮
、
折
悪
敷
外
出

中
御
無
礼
千
萬
奉
存
候
、
就
而
ハ
先
頃
ム
折
角
御
入
被
下
候
様
奉
願
候
含
罷
在

候
得
共
、
昼
夜
御
用
繁
連
も
御
暇
繰
被
為
出
来
間
敷
事
と
控
居
候
鹿
、
幸
不
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
隙
〕

御
来
駕
残
念
奉
存
候
、
只
今
帰
宅
候
条
、
自
然
御
口
被
為
在
候
ハ
・
、
只
今
ム

御
光
臨
被
成
下
候
義
ハ
相
叶
間
敷
哉
、
深
々
奉
希
候
、
参
殿
拝
話
可
申
上
筈
二

御
坐
候
得
共
、
緩
々
御
話
申
上
度
心
得
二
付
、
何
卒
願
ハ
御
光
駕
被
下
候
ハ
バ

幸
甚
奉
存
候
、
此
段
申
上
度
、
草
々
如
此
御
座
候
、
已
上

　
　
三
月
九
日

一
巻
封
表
）

「
江
藤
様
　
　
芳
橘

　
　
御
内
呈
　
　
　
」

最
前
ハ
差
付
我
侭
奉
願
恐
入
候
、
願
ハ
今
夜
夕
方
5
御
光
臨
被
下
侯
様
奉
待

候
、
自
然
御
故
障
御
座
候
ハ
“
、
明
後
十
二
日
夕
方
右
御
来
駕
被
下
度
奉
願

候
、
此
段
得
鳳
旨
度
、
岬
々
如
此
御
坐
候
、
頓
首

　
　
三
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
六
㎝
団
0
1
3
－
3
0
0
一

3
　
〔
明
治

（
封
筒
表
〕

（
封
筒
裏
一

年
〕
一
一
一
月
二
十
六
日

「
江
藤
新
平
様

「
〆

島
田
芳
橘
」

　
囲
騒
　
」

奉
呈
、
昨
日
ハ
卒
度
拝
趨
候
庭
、
御
出
仕
中
残
念
奉
存
候
、
倦
御
用
繁
之
御
半

毎
々
奉
恐
縮
侯
得
共
、
自
然
御
透
被
為
在
侯
ハ
“
七
半
時
頃
御
柾
駕
被
成
下
侯

義
ハ
被
相
叶
問
敷
哉
、
粗
々
御
家
内
様
造
申
上
置
候
条
、
否
此
者
二
而
被
仰
知



被
下
候
、
勿
々
以
上

　
　
三
月
廿
六
日

　
江
藤
賢
豪

　
　
　
　
侍
史

芳
橘
拝

御
執
事
下

編
者
註

①
本
書
翰
は
巻
紙
。

②
島
地
黙
雷
に
つ
い
て
は
、

一
一
枚
一
七
㎝
囮
0
1
3
－
3
0
2
一

既
出
書
翰
四
二
－
1
註
⑮
参
照
。

（
一
枚
一
八
㎝
囮
0
1
3
1
3
0
1
）

編
者
註

①
本
書
翰
は
巻
紙
。

島
本
仲
道
書
翰

1
　
〔
明
治
六
年
〕
一
月
六
日

江藤新平関係文書73

一
〇
　
島
地
黙
雷
書
翰

1
　
〔
明
治
四
年
〕

十
二
月
一
一
一
日

一
封
筒
表
一
「
江
藤
副
議
長
様

　
　
　
　
　
　
　
御
侍
史

島
地
黙
雷

拝
啓
、
過
日
ハ
御
風
邪
之
際
多
人
数
登
門
、
意
外
之
長
話
仕
奉
恐
入
候
、
折
柄

多
々
御
芳
饗
者
被
海
岳
難
有
奉
存
候
ヘ
ハ
、
ホ
後
小
生
鳥
渡
御
礼
二
拝
趨
仕
候

鹿
、
御
留
守
二
而
遺
憾
二
奉
存
候
、
然
而
雑
肴
一
折
奉
差
入
候
へ
共
、
有
合
せ

之
軽
品
法
主
5
差
上
候
間
、
何
卒
御
笑
留
被
成
下
候
様
翼
候
、
右
申
上
度
、
倉

卒
失
敬
申
上
候
、
頓
首
々
々

　
　
極
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黙
雷
拝

　
江
藤
様

一
封
筒
表
一
「

　
　
　
島
本
仲
道

江
藤
老
蔓
様

　
　
　
　
拝
酬

（
異
筆
、
後
日
筆
記
一

」

拝
復
、
益
御
安
泰
二
御
加
寿
之
趣
奉
謹
慶
候
、
当
弟
除
夕
之
頃
5
少
々
痂
気
起

り
意
外
之
御
無
音
申
上
候
、
明
日
ハ
早
朝
ぢ
無
相
違
参
堂
可
仕
候
間
、
御
心
可

被
安
候
、
相
急
此
段
御
答
而
已
、
早
々
百
拝

　
　
第
一
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
道

　
江
藤
老
豪

　
　
　
　
研
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
八
㎝
団
0
1
3
－
3
0
3
一

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
　
②
島
本
仲
道
に
つ
い
て
は
既
出
書
翰
五
六
－
1
註
①
参
照
。



μ

　
2
　
〔
明
治
六
年
〕
一
一
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

尊
翰
拝
見
仕
候
、
乍
早
速
日
外
啓
上
之
一
軸
高
意
二
相
叶
候
趣
ヲ
以
、
過
分
之

名
品
拝
領
之
段
被
仰
聞
、
何
共
御
檀
可
申
上
様
無
之
奉
存
候
、
誠
二
過
分
な
る

御
品
あ
ま
た
御
請
申
上
候
も
安
シ
ザ
ル
儀
二
候
へ
共
、
折
角
之
厚
意
二
依
リ
難

　
　
一
戴
一

有
拝
載
仕
リ
、
家
内
共
へ
も
相
ほ
こ
り
候
次
第
、
御
令
室
様
へ
も
宜
敷
御
榿
奉

願
上
候
、
先
は
御
請
努
申
上
度
、
早
々
如
此
御
坐
候
、
恐
々
謹
言

　
　
第
三
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
可
道

　
卿
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
九
㎝
四
0
1
3
－
3
0
4
一

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
3
　
〔
明
治
　
年
〕
五
月
二
十
五
日

奉
拝
展
候
、
杉
野
へ
之
尊
翰
御
用
序
ヲ
以
早
々
相
達
可
申
、
此
段
御
請
造
、

草
々
頓
首

　
　
五
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
可
道

　
江
藤
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
七
㎝
囲
0
1
3
－
3
0
5
）

　
4
　
〔
明
治
六
年
カ
〕
六
月
十
四
日

　
　
一
封
筒
表
一
「
江
藤
様
　
　
奈
可
道
」

奉
拝
見
候
、
此
月
御
不
快
被
為
在
候
由
、
呉
々
も
御
白
重
可
被
遊
候
、
僕
事
も

昨
日
来
少
々
時
邪
二
鰯
レ
引
籠
居
候
鹿
、
今
日
ハ
快
く
候
二
付
カ
ナ
ラ
ス
参
殿

可
仕
、
不
取
敢
御
請
迫
申
上
候
也

　
　
六
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
道

　
江
藤
先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚
一
七
㎝
団
0
1
3
－
3
0
6
一

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
5
　
〔
明
治
六
年
〕
六
月
二
十
六
日

　
　
一
封
筒
表
一
「
江
藤
殿
　
　
奈
可
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
答
　
　
　
」

拝
復
、
今
朝
者
参
上
可
仕
ト
存
居
候
折
節
カ
ナ
ラ
ス
参
殿
可
仕
候
也

　
　
六
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
可
道

　
参
議
公
閣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
六
㎝
囲
0
1
3
－
3
0
7
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
6
　
〔
明
治
五
年
カ
〕
六
日

　
　
一
封
筒
表
一
「
司
法
卿
殿
　
　
大
丞
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侍
史
　
　
」

拝
復
、
高
論
之
趣
奉
謹
承
候
、
昨
今
監
部
之
官
員
壱
人
相
見
へ
鷹
封
中
、
頓
而

退
散
直
二
参
殿
可
仕
、
此
御
請
造
、
草
々
不
壷

　
　
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
六
㎝
囮
0
1
3
－
3
0
8
）

　
7
　
〔
明
治
五
年
カ
〕
八
日

　
　
一
封
筒
表
一
「
卿
公
閣
下
　
　
仲
道
」

出
勤
懸
参
堂
可
仕
様
御
使
之
趣
奉
謹
承
候
也

　
　
八
日

　
卿
公
閣
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伸
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
七
㎝
団
0
1
3
－
3
0
9
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
8
　
〔
明
治
五
年
カ
〕
二
十
六
日

　
　
一
封
筒
表
一
「
江
藤
卿
閣
下
　
　
大
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
極
親
展
　
　
　
」

奉
拝
見
候
、
然
鹿
昨
日
之
寒
気
二
痂
氣
愈
護
し
、

合
候
、
就
而
者
今
日
た
け
出
勤
者
御
断
致
置
候
、

今
朝
未
タ
庫
中
二
罷
在
候
仕

為
差
義
二
者
無
之
候
間
、
御

退
出
御
帰
宅
之
頃
二
者
伺
候
事
出
来
可
申
ト
奉
存
候
、
此
段
御
断
妾
早
々
百
拝

　
　
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拙
生

　
卿
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
枚
一
七
㎝
困
0
1
3
－
3
1
0
）

　
9
　
〔
明
治
五
年
一
一
一
月
カ
〕
十
五
日

御
所
労
如
何
被
為
渡
候
哉
、
何
分
厚
く
御
白
重
可
被
遊
候
、
省
中
何
モ
別
條
無

之
候
間
、
御
安
慮
可
被
遊
候
、
昨
日
申
立
置
候
軍
刑
律
御
手
元
江
備
置
候
間
、

緩
々
御
経
看
奉
願
候
、
退
省
懸
此
段
造
申
上
候
也
、
敬
言
々
々

　
　
望
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
本
な
可
道

　
江
藤
卿
公
閣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
枚
一
七
㎝
団
0
1
3
－
3
1
1
）

　
　
編
者
註

　
　
①
本
書
翰
は
巻
紙
。

　
　
②
『
明
治
史
要
」
明
治
六
年
四
月
十
三
日
条
に
「
軍
人
犯
罪
律
ヲ
改
正

　
　
　
ス
。
韓
必
訪
鱗
一
範
パ
郁
憐
肝
け
雌
々
ψ
轟
秤
一
融
姉
恨
」
と
あ
る
。

　
1
0
　
〔
明
治
六
年
カ
〕
四
月
十
三
日

　
　
一
封
筒
表
一
「
司
法
卿
様
　
　
大
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
極
直
展
　
　
　
」

　
　
　
　
　
一
昇
カ
］

拝
見
仕
候
、
武
□
云
々
御
尤
二
奉
存
候
、
其
運
二
取
斗
可
仕
候
、
此
段
申
上
候



7
6
　
也

四
月
十
三
日

卿
様編

者
注

①
本
書
翰
は
巻
紙
。

な
可
道

二
枚
一
六
㎝
囲
0
1
3
－
3
1
2
）


